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募   集

水道検針業務委託人

希望者は、採用試験受験申込書(水道課備付

け)を水道課管理係へ直接提出してください。

※募集要項等その他詳細については、申込書提

出時に説明します。

募集人員 １名

応募資格

・昭和37年４月２日以降に出生した方で、心身

ともに健康な方

・市内在住の方で平成29年４月１日から勤務で

きる方

・原動機付自転車免許以上を有する方

選考方法 作文試験、面接試験

応募締切 ２月21日(火)午後５時15分

※郵送での申込みは受け付けません。

試験日 ２月23日(木)

問合せ・申込み 水道課管理係 TEL72-0224

金山浄水場管理業務委託人

希望者は、採用試験受験申込書(水道課備付

け)を水道課管理係へ直接提出してください。

※募集要項等その他詳細については、申込書提

出時に説明します。

募集人員 １名

業務内容 金山浄水場運転・監視及びその他水

道施設の管理業務

応募資格

・昭和27年４月２日以降に出生した方で、心身

ともに健康な方

・市内在住の方で平成29年４月３日から勤務で

きる方

・普通自動車免許を有する方

選考方法 作文試験、面接試験

応募締切 ２月21日(火)午後５時15分

※郵送での申込みは受け付けません。

試験日 ２月23日(木)

問合せ・申込み 水道課管理係 TEL72-0224

市立学校主事業務嘱託員

希望者は、採用試験受験申込書(教育委員会総

務課備付け)を教育委員会総務課へ提出してくだ

さい。

※試験の日時、場所等は後日応募者へ連絡しま

す。

募集人員 ３名程度

応募資格

・昭和32年４月２日以降に出生した心身ともに

健康な方

・市内に居住している方

・平成29年４月３日から勤務できる方

選考方法 作文試験、面接試験

応募締切 ３月２日(木)午後５時15分

問合せ 教育委員会総務課 TEL72-0170

枕崎市男女共同参画推進懇話会委員

本市では、性別にかかわらず、すべての人が

それぞれの個性や能力を十分に発揮できる男女

共同参画社会の実現に向けて、「枕崎市男女共

同参画推進懇話会」を設置しています。

今年度末で現在の懇話会委員の任期が満了す

ることから、新たに委員を募集します。

市民代表で組織する本懇話会は男女共同参画

社会形成に関するさまざまな問題や施策につい

て研究・協議し、市民の立場からの意見として

提言等を行っています。

募集人数 ８名以内(男女は問いません。応募多

数の場合は抽選)

応募資格 男女共同参画に興味を持っている市

内居住の方、平日開催する会議に参加できる方

任期 平成29年４月１日～平成31年３月31日(２

年間)

応募方法 氏名、生年月日、住所、連絡先を電

話、ＦＡＸ、郵送のいずれかの方法でご連絡く

ださい(書式は問いません)。

募集期間 ３月３日(金)まで

問合せ・申込み

企画調整課政策推進係

〒898-8501 枕崎市千代田町27番地

TEL72-1111(内線219) FAX72-9436
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市政モニター

市民の意見や要望を市政に反映し、よりよい

市政を推進するため、次のとおり市政モニター

を募集します。

主な業務

・市政に対する提言

・市政に関連する地域問題の通報

・市政に対する相談、照会

・市からの照会に対する回答

応募資格 市内居住者で20歳以上の方(地方公共

団体の議会の議員、常勤の公務員を除く)

任期 平成29年４月１日～平成31年３月31日(２

年間)

応募方法 ハガキ、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれ

かに、住所、氏名、職業、電話(携帯等)番号を

記入し、総務課秘書広報係へ提出してください。

募集期限 ３月３日(金)必着

※選考結果は、応募者全員に通知します。

問合せ・申込み

総務課秘書広報係

〒898-8501 枕崎市千代田町27番地

TEL72-1111(内線211) FAX72-9436

Ｅメール hishokoho@city.makurazaki.lg.jp

生涯学習成果展の作品

３月12日(日)に開催される生涯学習フェステ

ィバルの一環として、生涯学習講座や自主学習

グループ、個人等で学習した作品による学習成

果展を開催します。多数の皆さんの出品をお願

いします。

また、フェスティバルでは、ＮＰＯ法人霧島

食育研究会理事長千葉しのぶ氏を講師に招き、

講演していただく予定ですので、フェスティバ

ルにもぜひご来場ください。

出品点数 原則として１人１点

申込方法 出品申込書を市民会館へ直接提出し

てください。

※出品申込書は市民会館、各地区公民館、サ

ン・フレッシュ枕崎に備え付けてあります。

申込締切 ２月17日(金)まで

展示会場 市民会館

展示期間 ３月11日(土)～12日(日) 午前８時

30分～午後５時

作品搬入 ３月10日(金)に出品者が市民会館へ

直接搬入し、展示を行う。

問合せ・申込み 市民会館 TEL72-2221

実用筆ペンの会会員

実用筆ペンの会会員を募集しています。皆さ

んで楽しく実用書を学んでみませんか。

講師 下迫良子氏

学習日 毎月第１・第３火曜日

時間 午後２時～４時

場所 桜山地区公民館(城山センター)

会費 毎月1,000円

募集人員 10名程度

問合せ・申込み

桜山地区公民館(城山センター) TEL72-2267

※受付は午前10時～午後５時(月曜日及び国民の

祝日は休館)

  

押し花体験会参加者

季節の花で押し花をつくり、その押し花で小

物をつくる体験会です。ぜひご参加ください。

講師 有園つや氏

期日 ２月10日(金)、24日(金)

時間 午後１時～４時

場所 桜山地区公民館(城山センター)

受講料 材料費分

申込期限 ２月７日(火)

募集人員 10名程度

問合せ・申込み

桜山地区公民館(城山センター) TEL72-2267

※受付は午前10時～午後５時(月曜日及び国民の

祝日は休館)
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お 知 ら せ相   談

無料人権相談所を開設

人権に関する相談所を次のとおり開設します。

相談は無料で、秘密は固く守られますので、

お気軽にご相談ください。

日時 ２月16日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館第３会議室

相談内容 人権、その他一般法律問題等

相談員 地元人権擁護委員

問合せ 総務課秘書広報係

TEL72-1111(内線211)

年金相談所を開設

日本年金機構鹿児島南年金事務所の相談員が、

国民年金・厚生(船員)年金に関する相談に応じ

ます。相談は無料ですので、お気軽にご利用く

ださい。

日時 ２月16日(木) 午前10時～午後３時

場所 市民会館和室

※「年金相談」は予約制です。予約の方が優先

されます。予約のない方は、その日の相談を

お断りさせていただく場合もありますので、

あらかじめご了承ください。

予約先 鹿児島南年金事務所 TEL099-251-3111

●どんな相談ができますか？

・国民年金や厚生年金の請求手続きができます。

・障害年金や遺族年金などの相談ができます。

・50歳以上の方に年金見込額を出すことができ

ます。

・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。

※国民年金保険料の納付はできません。

※相談当日は、基礎年金番号のわかるもの(年金

手帳・年金証書等)、印鑑などをお持ちください。

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です

(家族の相談でも、委任状は必要です)。

●近隣市での相談も可能です

・１月26日(木) 南さつま市役所スタジオ21

・２月２日(木) 指宿市役所

・２月23日(木) 南九州市川辺町川辺文化会館

問合せ 市民生活課国民年金係

TEL72-1111(内線144・145)

「駅前駐車場・神園川駐車場」の

利用について

駅前駐車場及び神園川駐車場は、主に駅や商

店街等を利用するお客様のために設置されたも

のです。

しかし、「長時間駐車」、「駐車禁止場所へ

の駐車」、「はみ出し駐車」などが見られ、苦

情が多く寄せられています。

特に長時間駐車については、通勤用の駐車場

として利用されている方も見受けられ、商店街

を訪れるお客様に多大な迷惑をかけることがあ

ります。

多くの方が駐車場を気持ち良く利用できるよ

うに、次のことに注意して利用されるようお願

いします。

・長時間の駐車はご遠慮ください。

・駐車禁止場所(斜線部分)には、絶対に駐車し

ないでください。

・はみ出し駐車のないよう、白線内に正しく駐

車してください。

問合せ 水産商工課商工振興係

TEL72-1111(内線421)

枕崎市中小企業振興資金融資制度につ

いて

市内の中小企業者の事業に必要な資金を融資

し、中小企業の振興を図ることを目的とした制

度です。融資利率等、詳細については水産商工

課商工振興係までお問合わせください。

対象 市内に住所を有し、原則として同一業種

の事業を引き続き６カ月以上経営している中小

企業者

融資額 １企業あたり600万円以内

融資期間 ５年以内

問合せ 水産商工課商工振興係

TEL72-1111(内線421)
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枕崎市商工振興資金利子補給制度につ

いて

制度資金の借入者に対し、補助金を交付し、

市内商工業者の経営安定並びに商工業の育成及

び振興を図ります。

補助対象者

・市内に住所または事業所を有し、中小企業基

本法に基づく中小企業者で、枕崎商工会議所

に加入していること。

・商工会議所を通じて利用した制度資金である

こと。

・市税の滞納がないこと。

対象制度資金

・鹿児島県中小企業制度資金

・日本政策金融公庫制度資金

・枕崎市中小企業振興資金

・商工貯蓄共済融資制度資金

問合せ 水産商工課商工振興係

TEL72-1111(内線 421)

平成28年中に取り壊した家屋及び未登

録家屋の名義人変更及び相続人代表指

定の届出について

平成29年度固定資産税の課税事務に向けて家

屋の現況調査を行っています。

平成28年中に家屋を取り壊された方、売買・

相続等で未登記家屋の所有権の変更のあった方

は届け出てください。

法務局に登記されている家屋で、滅失や所有

権移転登記の手続きをされた方は市役所への届

出は必要ありません。

また、新たに家屋を新築や増築された方には、

家屋調査のお願いの通知を送付する予定です。

１月末までに通知が届かない場合には、税務課

固定資産税係まで連絡をお願いします。

なお、納税義務者が死亡した場合は、相続人

代表者指定届の提出が必要です。

問合せ 税務課固定資産税係

TEL72-1111(内線156・157)

太陽光発電設備に係る固定資産税(償

却資産)について

太陽光発電設備は、固定資産税の課税対象と

なる償却資産に該当する場合があります。下表

を参考に課税対象になるかを確認し、課税対象

となる場合は、毎年１月末までに償却資産の所

有状況の申告をしてください。ただし、償却資

産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は課

税されません。

不明な点については、税務課固定資産税係に

お問合わせください。

設置者および発電規模別の課税区分表

設置者

10kW以上の太陽光

発電設備(余剰売

電・全量売電)

10kW未満の太陽光

発電設備        

(余剰売電)

個人  

(住宅用)

家屋の屋根などに

経済産業省の認定

を受けた設備(注)

を設置して発電量

の全部または余剰

を売電する場合

は、売電するため

の事業用資産とな

り、課税の対象

事業用資産となら

ないため、課税の

対象外

個人  

(事業用)

事業の用に供している資産について

は、発電出力量、全量売電、余剰売電

にかかわらず、償却資産として課税の

対象

法人
発電出力量、全量売電、余剰売電にか

かわらず償却資産として課税の対象

(注)経済産業省の認定を受けた設備とは、発電

をした電気を電気事業者へ売電する場合に必要

な経済産業省が定めた認定基準を満たしている

設備のことです。

問合せ 税務課固定資産税係

TEL72-1111(内線156・157)         
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マイナンバーの確認について

平成28年１月１日からマイナンバー制度が始

まり、全世帯にマイナンバー通知カードが発送

されています。今後、さまざまな手続きでマイ

ナンバーの記載が必要となってきます。平成28

年分の税の申告でもマイナンバーが必要となり

ます。

ご自宅にマイナンバー通知カードまたはマイ

ナンバーカードが保管されているか確認をお願

いします。マイナンバーは一生使う大切なもの

です。紛失等には十分ご注意ください。

また、マイナンバーカード等を紛失し、番号

が分からない方は、次の方法で手続きができま

す。

■写真付きの「マイナンバーカード」の発行

申請から３週間から１カ月後に、市役所で交

付します。

手数料(カードのみ) 800円(初回無料)

■マイナンバー通知カードの再発行

申請から３週間から１カ月後に、住所地に簡

易書留で郵送されます。

手数料 １人につき500円

■マイナンバー入りの住民票の発行

手数料 １通につき300円

・本人または同世帯の方のみ即日発行できます。

・写真付きの身分証明書(運転免許証等)がない

と即日発行できません。

・使用目的や提出先を記入していただきます。

・代理人申請や身分証明書がない場合は、発行

までに２～３日かかります(代理人申請の場合

は、委任状が必要になります)。

申請方法など不明な点については、市民生活

課市民係にお問合わせください。

問合せ 市民生活課市民係

TEL72-1111(内線143・149)

歯周疾患検診を実施

歯周病は気づかないうちに進行し、歯を支え

ている骨(歯槽骨)を溶かす病気です。検診対象

者でまだ受診していない方へは、12月にハガキ

で受診券(再通知)を送付しています。この機会

を利用し、ぜひ受診してください。検診料は無

料です。

対象の方でまだ受診票が届いていない方はお

問合せください。

実施期間 ３月17日(金)まで

対象者 平成28年４月２日～平成29年４月１日

に満40歳、50歳、60歳、70歳となる方

検査内容 問診、口腔診査、歯周組織検査、ブ

ラッシング指導

申込み 予約が必要ですので、協力歯科医院に

申込みの上、受診してください。

協力歯科医院

歯科医院名 電話番号

有山歯科医院 72-0455

今給黎歯科医院 73-2838

かわばた歯科医院 73-2434

サザン･リージョン病院歯科 72-1351

さめしま歯科 72-8255

有山デンタルクリニック 72-7712

ヒロシマ・デンタルクリニック 72-7111

廣島歯科医院 72-0103

ふぁみりー歯科 76-3587

松原歯科医院 86-3010

峰元歯科 72-4321

山之内歯科医院 72-0477

吉嶺歯科医院 72-7117

草野歯科医院 72-9808

問合せ 健康センター TEL72-7176
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子宮頸がん検診を実施

昨年10月に実施した子宮頸がん検診を受診さ

れなかった方を対象に、次の日程で検診を実施

します。

対象 平成９年４月１日以前に生まれた女性

検診日 ２月19日(日)

受付時間 午前８時30分～９時、午後０時30分

～１時

会場 健康センター

料金 600円

※国民健康保険の方、70歳以上の方、市民税非

課税世帯・生活保護世帯で証明書を提示した

方は無料です。

※平成28年度のクーポン券を送付されている方

も無料で受診できます。検診当日必ずご持参

ください。

問合せ 健康センター TEL72-7176

陽子線によるがん治療について

本県における死亡原因の第１位は、全国同様

「がん」であり、がん対策が喫緊の課題となっ

ています。県では、平成25年３月に策定した

「鹿児島県がん対策推進計画」に基づき、がん

予防の普及啓発や早期発見体制の充実、がん診

療連携拠点病院の整備など、総合的ながん対策

を推進しているところです。

メディポリス国際陽子線治療センターにおい

ては、副作用の少ない陽子線を用いたがん治療

を平成23年４月から行っており、固形がんであ

る前立腺、肺、肝臓、膵臓等のがんについて、

既に1,900件を超える治療実績があります。

県においては、県民が陽子線治療を受けやす

い環境を整備するため、治療費を金融機関から

借り受けた患者やその家族等に対して利子の一

部を助成する制度があります。

詳しくは県のホームページをご覧ください。

問合せ 県地域医療整備課 TEL099-286-2693

乳がん検診を実施

昨年10月に実施した乳がん検診を受診されな

かった方を対象に、次の日程で検診を実施しま

す。

対象 昭和52年４月１日以前に生まれた女性

検診日 ３月４日(土)、５日(日)

会場 健康センター

時間 電話による予約制です

予約先 相良病院健診事業部 TEL099-224-

1821(９時～17時 土・日曜除く)

予約期間 １月31日(火)まで

※期間終了後の予約については、健康センター

にお問合わせください。

※予約時に、氏名・生年月日・住所・電話番号

(連絡のとれる番号)をお尋ねします。

料金

区 分
国民健康

保険の方

国民健康保険

以外の方

40歳代 1,200円 1,600円

50歳以降 600円 1,000円

※国民健康保険の方は保険証の提示が必要です。

※70歳以上の方、市民税非課税世帯・生活保護

世帯で証明書を提示した方は無料です。

※平成28年度のクーポン券を送付されている方

も無料で受診できます。検診当日必ずご持参

ください。

問合せ 健康センター TEL72-7176

平成29年度体育施設利用計画について

平成29年度に教育委員会所轄関係社会体育施

設の利用を予定している団体は、調整を行いま

すので、保健体育課及び総合体育館備付けの計

画書の提出をお願いします(ＦＡＸによる申込み

も可)。

なお、利用の最終決定をする連絡調整会を３

月２日(木)の午後６時から行いますので、各団

体の代表者は出席をお願いします。

提出期限 ２月10日(金)まで

問合せ・提出先

・保健体育課 TEL72-0170 FAX72-0677

・総合体育館 TEL･FAX72-1116
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登記事項証明書等の請求には

オンラインでの手続きが便利です

土地・建物、会社・法人の登記事項証明書の

請求には、自宅や会社のパソコンのＷｅｂブラ

ウザから、インターネットを利用して請求でき

る「かんたん証明書請求」をご利用ください。

請求された証明書は、郵送のほか、最寄りの

登記所や法務局証明サービスセンターで受取り

が可能です。

窓口請求より安い

登記所(または法務局証明サービスセンター)

の窓口で登記事項証明書を請求する場合の手数

料600円のところが、「かんたん証明書請求」を

利用した郵送受取りの場合は500円、窓口受取り

の場合は480円です。

自宅にいながら

手数料はインターネットバンキング、モバイ

ルバンキング、電子納付対応のＡＴＭで納付で

きます(金融機関でご確認ください)。

Ｗｅｂブラウザでかんたん

「登記・供託オンライン申請システム」のホ

ームページで簡単な初期設定(申請者情報登録

等)を行うだけで利用できます。

この機会にぜひ「登記・供託オンライン申請

システム(http://www.touki-kyoutaku-online. 

moj.go.jp/)」をご利用ください。

問合せ 鹿児島地方法務局総務課

TEL099-259-0667

第31回老人クラブ芸能大会を開催

高齢者の方々が、自らの健康づくり、生きが

いづくりのために各地域で歌や踊りの練習をし

ています。その成果を発表する芸能大会が今年

も開催されます。

ご近所お誘い合わせのうえ、皆さまのご来場

を心からお待ちしております。

※本大会は、高齢者元気度アップ・ポイント事

業の対象です。

日時 ２月28日(火) 午後１時～

会場 市民会館大ホール

問合せ 枕崎市老人クラブ連合会事務局

(社会福祉協議会内) TEL72-7450

結婚披露宴のお土産にかつお節パック

はいかが？

かつお節は、雄節と雌節を合わせると夫婦一

対となり、その形が亀の甲に似ていることから

縁起の良いものとされ、古くから結婚式の引出

物に使われてきました。

さつま鰹節協会では、さつま鰹節普及事業と

して、新郎新婦が披露宴で招待者をお見送りす

る際、お土産として配布するかつお節パックの

提供を行っています。希望される方は、さつま

鰹節協会までお申し込みください。

対象者(いずれかに該当する方)

・新郎新婦いずれかが枕崎市または指宿市地区

の住民で結婚後も同地区内に居住する方

・枕崎市及び指宿市内の結婚式場で披露宴を開

催する方

パック提供数 披露宴招待者数プラス30個

申込方法 住所、氏名、連絡先(電話)、披露宴

会場(所在地・施設名)、披露宴開催日、パック

必要数(招待者数)をお知らせください。

問合せ・申込み

さつま鰹節協会(水産商工課商工振興係)   

〒898-0001 枕崎市松之尾町64番地

TEL72-1111(内線421) FAX73-1747
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確定申告は正しくお早めに

平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確

定申告の期間は、２月16日(木)から３月15日

(水)までとなっています。

所得税は、納税者自身が所得金額や税額を正

しく計算して納税する申告納税制度を採用して

いますので、申告と納税は期限内に済ませてく

ださい。申告期限が間近になると申告相談会場

は大変混雑し、長時間かかる場合もありますの

で、早めに申告を済ませてください。

なお、国税庁ホームページ「確定申告書等作

成コーナー」で作成した確定申告書は印刷して

所轄税務署へ郵送等により提出できますが、そ

のままｅ-Ｔａｘで送信することもできますので、

ぜひご利用ください。

■確定申告会場を開設

会場 知覧税務署

期間 ２月16日(木)～３月15日(水)

※土・日及び祝日を除く。

受付時間 午前９時～午後４時

・今年は熊本地震による対応のため、税務署職

員による申告相談は知覧税務署の会場のみと

なります。例年、南薩地域地場産業振興セン

ターで実施していた申告相談は、実施しませ

ん。

・申告に必要な書類を必ずご持参ください。

・翌年以降の申告のために、申告書の控えは必

ず作成し保存してください。

・初日は大変込み合いますのでご了承ください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

※自動音声案内

申告所得税等の期限内納付と振替期日

について

申告所得税等の納税は、お近くの銀行(日本銀

行歳入代理店)などの金融機関(ゆうちょ銀行を含

む)、納税地を管轄する税務署の窓口で受け付け

ています。

平成28年分確定申告の納付期限

・申告所得税及び復興特別所得税

３月15日(水)

・消費税及び地方消費税(個人事業者)

３月31日(金)

また、申告所得税及び復興特別所得税と消費

税及び地方消費税(個人事業者)の納税は、金融

機関の預貯金口座から引き落としとなる「振替

納税」が大変便利です。利用されていない方は、

ぜひご利用ください。

なお、これまで口座振替により納付していた

だいた方には、金融機関から領収証書を送付し

ていましたが、平成29年からは送付されません

のでご注意ください。

振替期日

・申告所得税及び復興特別所得税

４月20日(木)

・消費税及び地方消費税(個人事業者)

４月25日(火)

※災害等により納付が困難な場合は、納税の緩

和制度を受けることができる場合があります。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411

※自動音声案内
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平成29年度市・県民税及び国民健康保険税並びに後期高齢者医療保険料の

申告受付について～申告受付会場が変わる地域があります～

２月９日(木)から３月15日(水)まで、平成29年度の市･県民税と国民健康保険税、後期高齢者医療保

険料に係る所得(平成28年中の所得)の申告を受け付けます。今年からパソコンを利用した申告受付にな

るため、申告開始日及び会場が大幅に変更になります。また、簡易な所得税の申告相談については対象

地域の会場で受け付けることができるようになります。日時・会場等、詳細については、別紙綴込みチ

ラシをご覧ください。

対象地域の指定日に都合が悪い方は、３月15日(水)までに税務課窓口で申告してください。なお、市

役所以外に申告会場を設けた日は各申告会場に担当職員が出向くため税務課の窓口は混雑が予想されま

す。できるだけ『市内全域』の日にお越しください。

問合せ 税務課課税係 TEL72-1111(内線154・155)

ご存知ですか？軽自動車の手続き

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車を取得・譲渡したとき、または住所

が変わったときは15日以内に、廃車したときは30日以内に申告(手続き)が必要です。軽自動車税は、毎

年４月１日現在の所有者に対して課税される税金です。４月２日以降に廃車等の手続きをした場合でも、

月割りによる減額はなく、その年度の税額を全額納めていただくことになります。廃車の手続きが完了

するまでは軽自動車税が課税され続けますので、名義変更や廃車手続きは３月31日までに行ってくださ

い。また、所有者が死亡した場合も名義変更等の手続きをお願いします。

原動機付自転車、小型特殊自動車用の申告書は市役所に備え付けていますが，市のホームページから

もダウンロードできます。

原動機付自転車(125cc以下)及び小型特殊自動車の新規、変更、廃車に関する手続きについて

問合せ

・税務課課税係 TEL72-1111(内線154・155)

・軽自動車(四輪、三輪、250cc以下の二輪)に関すること

全国軽自動車協会連合会鹿児島事務所 TEL099-261-4011

・二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) に関すること

国土交通省九州運輸局鹿児島運輸支局 TEL050-5540-2089

区   分 必 要 な も の

販売店から購入したとき 印鑑、車名・車台番号・排気量等がわかるもの、販売証明書等

市内へ転入したとき
印鑑、車名・車台番号・排気量等がわかるもの、標識(ナンバープレート)

または廃車証明書

譲り受けたとき
印鑑、標識(変更する場合)、標識交付証明書(前所有者)、譲渡証明書(前所

有者)

廃棄・転出・市外の人に

譲り渡したとき
印鑑、標識、標識交付証明書

標識を紛失したとき 印鑑、標識交付証明書、紛失顛末書、弁償金200円

盗難にあったとき 印鑑、標識交付証明書、盗難届出の受理番号又は盗難届出証明書
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土地・建物や金地金を売ったときの税について

土地や建物などを売ったときの譲渡所得に対する税金は、給与所得などの他の所得と分離して計算す

ること(分離譲渡所得)となり、売った金額から取得費、譲渡費用を差し引いた譲渡所得金額に税率を掛

けて計算します。なお、土地や建物の所有期間が、売った年の１月１日現在で５年を超えるかどうかに

より、適用する税率が異なります。

また、金地金を売ったときの所得は、原則、譲渡所得として課税され、給与所得などの他の所得に合

算して税金を計算すること(総合譲渡所得)となり、譲渡所得の金額は、金地金を売った金額から取得費、

譲渡費用のほか、特別控除(年間50万円)を差し引いて計算します。ただし、金地金の所有期間が、売っ

た日現在で５年を超えている場合は、計算した譲渡所得の金額の２分の１を給与所得などの他の所得に

合算します。

申告書は、ご自宅などからインターネットにより国税庁ホームページ(www.nta.go.jpまたは「国税庁」

を検索)の「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成することができ、作成した申告書は、「国税電

子申告・納税システム(ｅ-Ｔａｘ)」で送信することもできますので、ぜひご利用ください。

申告書の作成・提出についてご不明な点がありましたら、最寄りの税務署にお尋ねください。

問合せ 知覧税務署 TEL83-2411 ※自動音声案内




